
北海道総合教育会議の運営に関する要綱

（趣旨）

第１条 この要綱は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和31年法

律第162号。以下「法」という。）第１条の４第９項の規定に基づき、北海

道総合教育会議（以下「会議」という。）の運営に関し必要な事項を定める

ものとする。

（会議の開催）

第２条 会議は、知事並びに教育委員会の教育長及び委員が出席して開催する。

２ 前項の規定にかかわらず、知事が緊急に会議を開催する必要があると認め

る場合は、知事及び教育長の出席により会議を開催することができる。この

場合においては、教育委員会の委員も出席することができる。

３ 前項に規定する場合において、知事が出席することができないときは知事

が指名する副知事の代理による出席とし、教育長が出席することができない

ときは教育委員会の委員のうち少なくとも１名の出席とすることができる。

（会議の招集）

第３条 知事は、会議の招集に当たって、会議を開催する日の２週間前までに、

会議の日時、場所並びに協議及び調整を行う事項（以下「協議事項等」とい

う。）を教育委員会に通知するものとする。ただし、前条第２項に規定する

場合は、速やかに会議の日時、場所及び協議事項等を教育委員会に通知する

ものとする。

２ 知事は、前項の通知後速やかに、会議の日時、場所及び協議事項等を北海

道のホームページ（以下「ホームページ」という。）に掲載して公表するも

のとする。

３ 知事は、教育委員会から法第１条の４第４項の規定による会議の招集の求

めを受けたときは、会議を招集しなければならない。

（議長）

第４条 会議の議長は、知事とする。ただし、第２条第３項の規定により副知

事が知事を代理して出席した場合は、当該副知事が会議の議長を代理する。

（会議の非公開）

第５条 会議は、協議事項等が法第１条の４第６項ただし書に規定する場合に

該当するときは、当該協議事項等に関する協議及び調整を非公開とし、その

旨をホームページに掲載して公表する。

（会議の傍聴）

第６条 会議の傍聴に関し必要な事項は、会議が別に定める。



（議事録）

第７条 会議は、議事録を作成し、会議の終了後１月以内に、ホームページに

掲載し、並びに総務部行政局文書課行政情報センター並びに各総合振興局及

び振興局（石狩振興局を除く。）の行政情報コーナーに備え置いて公表する。

ただし、第５条の規定により非公開とされた協議事項等については、次項第

３号及び第５号に掲げる事項を除いて公表する。

２ 前項の議事録には、次に掲げる事項を記載する。

(1) 会議が開催された日時及び場所

(2) 法第１条の４第２項各号に掲げる構成員の出席の状況

(3) 法第１条の４第５項の規定により会議に出席した関係者又は学識経験を

有する者の職及び氏名

(4) 会議において協議又は調整を行った事項

(5) 発言者及び発言内容

（事務局）

第８条 会議の事務局は、総務部行政局学事課に置く。

（雑則）

第９条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会議

が別に定める。

附 則

この要綱は、平成27年６月17日から施行する。

附 則

この要綱は、平成29年６月21日から施行する。

附 則

この要綱は、令和３年１月21日から施行する。

附 則

この要綱は、令和３年11月17日から施行する。

附 則

この要綱は、令和５年10月26日から施行する。

附 則

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。


